
保証書 　　ご購入車の整備保証いたします。
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ご購入いただきました上記の自動車につきましては、

● 納車前に点検（ 法定12ヶ月　法定12ヶ月に准ずる 　法定24ヶ月 ）　　　　と それに伴う必要な整備・修理を実施し、その内容を記録簿に記載しております。該当を〇囲み

● ＋ プラス 快適サービス(次の8項目)を実施しております。
①バッテリー点検とメンテナンス　②冷却水量の確認とメンテナンス　③スィッチ、ドアレバーの正常作動確認　④エアコンガス充填と正常動作確認

⑤全装備品・電装品の正常作動確認　⑥ボディ洗車　⑦ボディワックスがけ　⑧室内清掃

● ご使用になる上記お客様に対し、万が一、当社の責任により保証書に記載の保証箇所が正常に稼動しない場合は保証書記載の条件・詳細に従い無料で
　 修理（保証修理であり、これを保証と言う）させていただきます。

保証期間
保証期間もしくは保証走行距離に達するまでの どちらか早い時期までとします。
尚、保証すべき不具合は保証期間内に発生し、かつ修理受付が保証期間内で有る場合に限り本保証の対象となります。

上記保証期間において、この保証のほかに、重複する有効な保証（重複保証）が有る場合は重複する保証の範囲については重複保証を優先して適用いたします。

ただし、その場合であっても、この保証の保証条件を変えるものではありません。

保証項目
保証適用となる機構（■印）

適用基準と主な保証部品

■エンジン機構 
基準…正常に稼動すること

主な部品

シリンダーヘッド

シリンダーブロック

バルブ機構 

クランクシャフト

ピストン

コネクティングロッド

フライホィール

ロータハウジング類

ロータ

エキセントリックシャフト

ステーショナリギヤ

■動力伝達機構 
基準…正常に稼動すること

主な部品

クラッチカバー

マニュアルトランスミッション

オートマチックトランスミッション

トルコンバーター

トランスアクスル

プロペラシャフト

ユニバーサルジョイント

ドライブシャフト

ディファレンシャルキャリア

トランスファ

※

※トロイダルＣＶＴは除く

■ブレーキ機構 
基準…正常に稼動すること

主な部品

ブレーキマスターシリンダー

ブレーキブースター

ブレーキキャリパー

パーキングブレーキ

■ステアリング機構 
ボックス内ステアリングギヤ（破損）

保証適用機構における非保証部品

●主な非保証部品・装置

【エンジン機構関係】

タペツトカバー、カムシャフト、

タイミングベルト・チェーン

(タイミング)(クランク)プーリー

ターボチャージヤー機構 

スーパーチャージャー機構 

マフラー、エキゾーストパイプ

排気温度センサー

燃料装置

潤滑装置

【動力伝達機構関係】

クラッチアッセンブリー

ミッションコントロールリンケージ

【ブレーキ機構関係】

ＡＢＳシステム

【左記欄の機構共通】

電子制御機構・装置　　電気系統

冷却装置

●消耗部品

【エンジン関係】

エアクリーナーエレメント

オイルフィルター

フューエルフィルター

Ｖベルト

ディストリビュータキット

スパークプラグ

【ブレーキ関係】

ブレーキディスクパッド

ブレーキシュー、ライニング

【左記欄の機構共通】

各ガスケット、パッキン、シール類

各ホース、パイプ類

各センサー、リレー類

●油脂類等

各種油脂類

不凍液、防錆剤

ウインドウォッシャ液

エアコン・クーラー冷却ガス

燃料（ガソリン、軽油、ガス等）

各グリース

バッテリー液

■次の場合は、保証期間であっても、この保証は効力を失います。

・譲渡等により、上記お客様が上記お車の使用者でなくなった場合。

・継続車検を当販売店以外で受けた場合。

・日本国外に持ち出された場合。

・使用目的が自家用以外の場合。

・冠水など自然災害を被った場合。

・事故を発生した場合、あるいは事故修復歴車となった場合。

・保証修理は部品の交換または補修により行います。

　尚、保証修理時に取り外した不具合部品は当社の所有となります。

・保証修理はリビルト部品あるいは中古部品の使用を前提といたします。

・保証修理の方法は当社が相当と判断した方法で当社の指定した工場にて行います。

・保証修理費用額は購入車両代金を上限といたします。

保証しない事項
①不具合と認められない現象

　　・通常の使用損耗・消耗、あるいは経年変化により発生する劣化や退色、やつれ、機械音等の現象

　　・自動車の機能上問題が無いことが一般的に認められている現象等

　　　　　振動、音、操作の感覚的な症状を伴うが自動車としての機能を損なわないもの、

　　　　　オイルにじみ等

　　・制御コンピュータ誤作動などによると推測されるが原因が定かでない、

　　　警告ランプ点滅等のような現象

②納車後の電装品、ランプ類の不具合

③正しい使用、管理等がなされていないことに起因する不具合

　　・定期点検整備、日常点検の未実施に起因する不具合

　　・通常の注意で発見・処理できたにもかかわらず、放置したことによる不具合

　　・納車後に当社以外で、取り付けられた部品・製品や使用された油脂類や実施された整備に

　　　起因する不具合

　　・過酷な使用に起因する不具合

　　　　　レース、ラリー、オフロード等での使用　　エンジンの過回転　　過積載　　その他

　　・自動車メーカーが一般に示す取り扱い方法と異なる使用に起因する不具合

　　・使用者の故意もしくは過失に起因する不具合

④外的要因による不具合

　　・飛び石、鉄粉、薬品等の外部要因に起因する不具合

　　・自然災害（台風、水害、地震など）あるいは火災、事故、戦争、騒乱などに起因する不具合

　　・不適切な保管に起因する不具合

⑤保証書にもとづく保証修理以外の費用

　　・保証対象の不具合によりお車を使用できないかったことによる不便さおよび損失等の費用・補填

　　　　　電話・通信費、レンタカー代、交通費、宿泊代、休業補償、営業損失補償等

　　　　　精神的・肉体的な苦痛などに対するお詫び・慰謝料等

　　・当社の承諾なく、他社にて修理された場合の修理費用および係わる一切の費用

　　・消耗部品および油脂類の交換補充

　　・法令改正、官公庁の指導・指示により必要となった費用

販

売

店

保証書に記載のとおり整備保証いたします。 年 月 日

印

但し、当保証は販売店保証であり、システム運営会社は保証責任は免責されます。


